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２(1) 取調べ等



捜査・公判における手続の非対面・遠隔化

（２(1) 取調べ等）

方策の導入

ビデオリンク方式による取調べ・弁解録取・勾留質問に関する規定を整備するか。

＊ 「ビデオリンク方式」とは，対面していない者との間で，映像と音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を指す。

【検討課題】

１ 必要性

２ 許容性

３ 必要となる法的措置

○ 現行の規定での対応の可否

○ 現行の規定に対する手当ての要否

・ 供述調書の作成方法に関する規定を改めるか。

・ 刑訴法３２１条１項２号の「検察官の面前」の文言を改めるか。

・ 弁解録取・勾留質問に関し，被疑者の所在場所に関する規律を設けるか。

・ 刑訴法２０３条１項（「これを･･･送致」）・２０５条１項（「被疑者を受

け取ったとき」）の文言を改めるか。

４ その他



【関連条文】

○ 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第六十一条 被告人の勾留は，被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でな

ければ，これをすることができない。但し，被告人が逃亡した場合は，この限りでない。

第百九十八条 検察官，検察事務官又は司法警察職員は，犯罪の捜査をするについて必要があ

るときは，被疑者の出頭を求め，これを取り調べることができる。但し，被疑者は，逮捕又

は勾留されている場合を除いては，出頭を拒み，又は出頭後，何時でも退去することができ

る。

② 前項の取調に際しては，被疑者に対し，あらかじめ，自己の意思に反して供述をする必要

がない旨を告げなければならない。

③ 被疑者の供述は，これを調書に録取することができる。

④ 前項の調書は，これを被疑者に閲覧させ，又は読み聞かせて，誤がないかどうかを問い，

被疑者が増減変更の申立をしたときは，その供述を調書に記載しなければならない。

⑤ 被疑者が，調書に誤のないことを申し立てたときは，これに署名押印することを求めるこ

とができる。但し，これを拒絶した場合は，この限りでない。

第二百三条 司法警察員は，逮捕状により被疑者を逮捕したとき，又は逮捕状により逮捕され

た被疑者を受け取つたときは，直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨

を告げた上，弁解の機会を与え，留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し，

留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類

及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

② 前項の場合において，被疑者に弁護人の有無を尋ね，弁護人があるときは，弁護人を選任

することができる旨は，これを告げることを要しない。

③ 司法警察員は，第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつて

は，被疑者に対し，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出るこ

とができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

④ 司法警察員は，第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつて

は，被疑者に対し，引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁

護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる

旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない

旨及びその資力が基準額以上であるときは，あらかじめ，弁護士会（第三十七条の三第二項

の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。）に弁護人の選任の申

出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

⑤ 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは，直ちに被疑者を釈放しなければなら

ない。

第二百四条 検察官は，逮捕状により被疑者を逮捕したとき，又は逮捕状により逮捕された被

疑者（前条の規定により送致された被疑者を除く。）を受け取つたときは，直ちに犯罪事実

の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上，弁解の機会を与え，留置の必要が

ないと思料するときは直ちにこれを釈放し，留置の必要があると思料するときは被疑者が身



体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

但し，その時間の制限内に公訴を提起したときは，勾留の請求をすることを要しない。

② 検察官は，前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては，被

疑者に対し，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることがで

きる旨及びその申出先を教示しなければならない。

③ 検察官は，第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては，

被疑者に対し，引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人

を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並

びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及

びその資力が基準額以上であるときは，あらかじめ，弁護士会（第三十七条の三第二項の規

定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。）に弁護人の選任の申出を

していなければならない旨を教示しなければならない。

④ 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは，直ちに被疑者を釈放

しなければならない。

⑤ 前条第二項の規定は，第一項の場合にこれを準用する。

第二百五条 検察官は，第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは，弁解

の機会を与え，留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し，留置の必要がある

と思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求

しなければならない。

② 前項の時間の制限は，被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができな

い。

③ 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは，勾留の請求をすることを要しない。

④ 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは，直ちに被

疑者を釈放しなければならない。

第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は，その処分に関し裁判所又は裁

判長と同一の権限を有する。但し，保釈については，この限りでない。

② 前項の裁判官は，勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に，被疑者に対し，弁護

人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができ

ないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし，被疑

者に弁護人があるときは，この限りでない。

③ 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては，勾留された被

疑者は弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨

及びその申出先を教示しなければならない。

④ 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては，弁護

人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上

であるときは，あらかじめ，弁護士会（第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二

第一項の申出をすべき弁護士会をいう。）に弁護人の選任の申出をしていなければならない

旨を教示しなければならない。

⑤ 裁判官は，第一項の勾留の請求を受けたときは，速やかに勾留状を発しなければならない。

ただし，勾留の理由がないと認めるとき，及び前条第二項の規定により勾留状を発すること



ができないときは，勾留状を発しないで，直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

第二百二十三条 検察官，検察事務官又は司法警察職員は，犯罪の捜査をするについて必要が

あるときは，被疑者以外の者の出頭を求め，これを取り調べ，又はこれに鑑定，通訳若しく

は翻訳を嘱託することができる。

② 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は，前項の場合にこれを準用する。

第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者

の署名若しくは押印のあるものは，次に掲げる場合に限り，これを証拠とすることができる。

一 裁判官の面前（第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。）

における供述を録取した書面については，その供述者が死亡，精神若しくは身体の故障，

所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することがで

きないとき，又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述

をしたとき。

二 検察官の面前における供述を録取した書面については，その供述者が死亡，精神若しく

は身体の故障，所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供

述することができないとき，又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反す

るか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし，公判準備又は公判期日におけ

る供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

三 前二号に掲げる書面以外の書面については，供述者が死亡，精神若しくは身体の故障，

所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず，か

つ，その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし，

その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。

② 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若し

くは裁判官の検証の結果を記載した書面は，前項の規定にかかわらず，これを証拠とするこ

とができる。

③ 検察官，検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は，その供述者が公判

期日において証人として尋問を受け，その真正に作成されたものであることを供述したとき

は，第一項の規定にかかわらず，これを証拠とすることができる。

④ 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても，前項と同様であ

る。


